
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間（案） 

 

１ 制限措置の内容 

（１）漁業種類 ぱっち網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 ６隻 

（３）船舶の総トン数 １０トン未満 

（４）推進機関の馬力数 総トン数４トン未満の船舶にあっては３３０キロワット（７

０馬力）以下、総トン数４トン以上６トン未満の船舶にあっては４５０キロワット

（９０馬力）以下、総トン数６トン以上１０トン未満の船舶にあっては５４０キロ

ワット（１２０馬力）以下。ただし、動力漁船の性能の基準（昭和５７年農林水産

省告示第１０９１号）第４項の規定による農林水産大臣の特別承認を受けている 

船舶については、この限りでない。 

  （なお、括弧内の馬力数は、漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年  

農林水産省令第１５３号）による改正前の漁船法施行規則（昭和２５年農林省令第

９５号）附録第１（同附録の表の備考の規定を除く。）の規定により算出したもの

とする。） 

（５）操業区域 いすみ市太東埼灯台正東の線から旭市飯岡灯台１３５度（真方位によ

る。）の線に至る間の最低水面下水深７メートル等深線から最低水面下水深１５ 

メートル等深線までの海域 

（６）漁業時期 １１月１日から１２月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 操業区域に接する地域に住所を有する者 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和４年９月１５日から１０月１４日まで 

 


